
教育民生委員会記録 

開 会 年 月 日 平成 27 年 10 月７日 

開 会 時 刻 午前 11 時 38 分 

閉 会 時 刻 午前 11 時 54 分 

 

 

出 席 委 員 名 

◎中村豊治  ○上田修一   楠木宏彦   鈴木豊司 

吉井詩子   福井輝夫   藤原清史   工村一三 

中山裕司 

 

小山 敏 議長 

欠 席 委 員 名 なし 

署 名 者 楠木宏彦 鈴木豊司 

担 当 書 記 中野 諭 

 

 

 

 

 

審 査 案 件 

議案第 101 号 宮川・沼木統合中学校（仮称）建設工事（校舎建築

工事）の請負契約について 

議案第 102 号 宮川・沼木統合中学校（仮称）建設工事（校舎電気

設備工事）の請負契約について 

議案第 103 号 宮川・沼木統合中学校（仮称）建設工事（校舎機械

設備工事）の請負契約について 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

説 明 者 

総務部長、管財契約課長、管財契約課副参事 

教育長、教育部長、教育次長、教育総務課長 

教育総務課副参事 ほか関係参与 

 

 

 

 

伊 勢 市 議 会 
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審査結果並びに経過 

中村委員長開会を宣言し、会議録署名者に楠木委員、鈴木委員を指名し、「議案第101

号 宮川・沼木統合中学校（仮称）建設工事（校舎・建築工事）の請負契約について」、

「議案第102号 宮川・沼木統合中学校（仮称）建設工事（校舎・電気設備工事）の請負

契約について」、及び「議案第103号 宮川・沼木統合中学校（仮称）建設工事（校舎・機

械設備工事）の請負契約について」以上３件を順次議題とし、いずれも全会一致をもって

可決すべしと決定し、また、委員長報告文の作成については正副委員長に一任と決定して

閉会した。 

 

開会 午前11時38分 

 

◎中村豊治委員長 

ただいまから教育民生委員会を開会いたします。 

本日の出席者は、全員でありますので、会議は成立をいたしております。 

これより会議に入ります。 

 会議録署名者２名を委員長において、楠木委員、鈴木委員の御両名を指名させていただ

きます。 

 本日、御審査いただきます案件は、休憩前の本会議におきまして、審査付託を受けまし

た 「 議 案 第 101号  宮 川 ・ 沼 木 統 合 中 学 校 （ 仮 称 ） 建 設 工 事 （ 校 舎 建 築 工 事 ）      

の請負契約について」、「議案第102号 宮川・沼木統合中学校（仮称）建設工事（校舎電

気設備工事）の請負契約について」、及び「議案第103号 宮川・沼木統合中学校（仮称）

建設工事（校舎機械設備工事）の請負契約について」の以上３件であります。 

お諮りいたします。 

審査の方法につきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

ありがとうございます。 

御異議なしと認めます。 

そのように決定いたしました。 

また、自由討議がありましたら随時行いたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

【議案第101号 宮川・沼木統合中学校（仮称）建設工事（校舎・建築工事）の 

請負契約について】 

 

◎中村豊治委員長 

それでは、「議案第101号 宮川・沼木統合中学校（仮称）建設工事（校舎・建築工事）
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の請負契約について」の審査をお願いいたします。 

議案第101号の議案書の１ページをごらんください。 

１ページから７ページまででございます。 

御発言がありましたらお願いいたします。 

 副委員長。 

 

○上田修一副委員長 

 議案第101号、102号、103号の全体の中で考え方をお聞きしたいと思います。 

 この共同体のやり方についてはですね、伊勢市として、この共同体が最近多く用いられ

ていますけど、この辺のところの考え方をひとまずお聞かせください。 

 

◎中村豊治委員長 

 管財契約課副参事 

 

●東浦管財契約課副参事 

 ただいまの上田副委員長さんの質問につきましてですが、現在伊勢市の共同企業体の取

り扱い要領の中で、建築工事に関しましては３億円以上、土木工事は２億円以上、それか

ら設備関係の工事につきましては１億円以上をＪＶ工事の対象とさせていただいておりま

す。 

 

◎中村豊治委員長 

 副委員長。 

 

○上田修一副委員長 

 それではですね、こういう形で１億、２億、３億という分類はされてるんですけど、例

えば共同体がですね、２社、３社ということでお願いしたいということはどういう形で発

注をされるのですか。 

 

◎中村豊治委員長 

 管財契約課副参事。 

 

●東浦管財契約課副参事 

 今回の工事につきましては、２または３社ということでＪＶの結成ということで条件を

させていただいておるところでございます。こちらにつきましては、その条件に当てはま

る企業さん、参加者の数が奇数、偶数、いろいろあろうかと思いますが、発注者といたし

ましては、皆さん、全業者さんが、入っていただけるような形で、２または３ということ

でお願いをしておるところでございます。 

 

◎中村豊治委員長 

 他にございませんか。 
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 中山委員。 

 

○中山裕司委員 

 今回の３件の入札のそれぞれのですね、落札率の御提示をいただきたいと思います。 

 

◎中村豊治委員長 

 管財契約課副参事。 

 

●東浦管財契約課副参事 

 今回の工事落札率ということでございます。 

 まず最初の建築工事ですが、こちらにつきましては落札率89.9％、それから電気設備工

事、こちらにつきましては96.9％、機械設備工事につきましては94.4％となっております。 

 

◎中村豊治委員長 

 中山委員。 

 

○中山裕司委員 

 市のですね、想定しておりますいわゆる落札率、想定しておる落札率はだいたいどのぐ

らいですか、おおむね。 

 

◎中村豊治委員長 

 管財契約課副参事。 

 

●東浦管財契約課副参事 

 想定しておる落札率はという御質問でございますが、具体的にはちょっと数字というの

は持ち合わせておりませんが、昨年度平均の落札率というのを見てみますと、伊勢市の場

合ですと87から8％程度。参考までに三重県で89％から90％というところでございますの

で、その当たりが平均ということで考えております。 

 

◎中村豊治委員長 

 中山委員。 

 

○中山裕司委員 

 いや、あの、大体私が知る限りはですね、県もおおむね大体85％、市も想定しておるの

がだいたい85％ということでございますわね、だいたい。 

今回ね、これ今の、そうしますとね、だいたい、市の想定いたしておる落札率からみ

ますとね、建築が89.9％、これ電気にいたってはね96.9％なんですよ。これ機械設備も

94.4％、これね、こういうような形で、先ほど申し上げましたように落札率がだいたい想

定しておるのが、85であるけれども、だいたい87から88、そうしますと今回の建築工事の

落札率が89.9％、これはおおむねそれに近いということが言えると思いますけどね。この
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電気設備なんてのは、こんなことを繰り返しておればね、今後伊勢市の入札制度を、やっ

ぱり考えていかなきゃならんと思うのですよ、このままこういう形で続けていくとするな

らば。 

これはね、やっぱりそういう点では、今回こういうような形で出てきたということは、

やっぱり市としてはね、これからも、今の学校関係とかいろんな入札がたくさん出てくる

と思いますけど、その点の基本的な考え方はどうなんですか。 

 

◎中村豊治委員長 

 管財契約課副参事。 

 

●東浦管財契約課副参事 

 工事の落札率につきましてでございますが、落札率につきましては、個々の工事の内容

や昨今資材や労務費が上がっておるといった影響も今回の工事にも少なからず影響がある

ものと考えております。 

 他市におきましても大型の建築工事の不調といった状況もでておるというところも、そ

ういったところでございますが、今、委員おっしゃられましたように、市の入札制度とい

たしましても、現状のものがいいということではなく、今後もそういった状況を見ながら、

必要に応じて見直しというのも考えてまいりたいと考えております。 

 

◎中村豊治委員長 

 中山委員。 

 

○中山裕司委員 

 それはね、今あなたの答弁ですとね、私は、それは理由にならん。確かに原価のね、や

っぱりそのいつも言っているように労務費、それから資材、そういうものが高騰しておる、

それは当然そうなのです。しかしながらそういうことを想定して今回のこの建設に関して

はですよ、設計が組まれておるわけなんですよ。そうでしょ。これは今の、まだこれから

先のこととか、過去のこととかじゃなしに、今現実にこの工事をやろうとして発注すると

きに設計が組まれておる、設計の積算単価というのは、やっぱりきちっと、その設計事務

所によって積算されておると思うのですよ。だからあなたの今の答弁のように、今そうい

うものが高騰しておるから、当然そういうような形で、今の話やないけども、いわゆる落

札率が当然高くなる。こういう認識でね、私はやっぱり入札をするということはいかがな

もんかと思うのです。 

 これはね、なければ別ですよ、いわゆる今現時点の近いところでの設計をしておるわけ

ですから。それは当然そういうような現下の状況を、情勢もみながら、そしてなおかつ、

今の話やけども単価ブックにしたがってですね、積算をされておるわけですから、当然そ

れらのものはここに組みされておると私は思いますよ。だからそれをね、あなたが今言っ

たようにそれらのことだから、そういう形で今の当然上がっていくんだ、上がって仕方が

ないんだという、これはね、やっぱり説明は、私は納得できない。そういうようなことで

すから、やっぱりあなたが今後こういうことがあるとするならばですね、やっぱりしっか
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りと状況を判断してですね、判断して、今後の伊勢市における入札制度をきちっとやっぱ

り再考していくということですから、それは今後こういうことが繰り返されるということ

になればですね、私は再考していくということをですね、強く要求をいたしておきたいと

思います。 

 

◎中村豊治委員長 

 総務部長、何かございましたら。 

 

●可児総務部長 

 ただいま、委員のほうから、ありがとうございます。貴重な御意見をいただきました。

私ども公共工事全般に言える話でございますが、適正な価格で、やはり工事を執行してい

ただくということに立たなければいかないと考えております。そういった中で社会経済状

況いろいろ目まぐるしく動いている状況ではございますが、市といたしましては、先ほど

委員の仰せのとおり、常に、そういう入札制度等々につきましては、試行錯誤を今までも

繰り返してきたところもございますが、今後も入札率等々に十分注視しながら、入札制度

について、よりよい制度につきまして、見直し等々もかけていきたい、そういうふうに考

えております。 

 

◎中村豊治委員長 

 他にございますか。 

 楠木委員。 

 

○楠木宏彦委員 

 先ほど教育長の御説明の中にもですね、メディアスペースという、２階に設置されます

けれども、これについて、図書室とコンピューター室が統合されたものとして計画をされ

ているわけなんですけれども、ここで書架のスペース、それから閲覧するスペース、そし

てパソコンを使うスペースですね、こういったものが、現在の図書室以上にしっかりと確

保がされているのかどうか、その辺について確認だけさせてください。 

 

◎中村豊治委員長 

 教育総務課副参事。 

 

●宮瀬教育総務課副参事 

 図書のスペースに関しましては、蔵書がちゃんと収容できるように考えてございます。 

 コンピューターに関しましては、タブレット端末でありますとか、多様な学習環境に対

応できるように計画をしております。 

 

◎中村豊治委員長 

 よろしいですか。 

 他にございますか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

他に御発言もないようでありますので議案第101号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論はありましたらお願いします。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

よろしいですか。 

それではお諮りいたします。 

「議案第101号宮川・沼木統合中学校（仮称）建設工事（校舎建築工事）の請負契約」

につきまして、原案どおり可決すべしと決定いたしましてよろしゅうございますか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 

【議案第102号 宮川・沼木統合中学校（仮称）建設工事（校舎電気設備工事）の請負契

約について】 

 

◎中村豊治委員長 

次に８ページを開いてください。 

８ページから10ページです。 

「議案第102号宮川・沼木統合中学校（仮称）建設工事（校舎電気設備工事）の請負契

約について」の御審査をお願いいたします。 

御発言がありましらお願いします。 

ございますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

御発言もないようでありますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行いますが、討論がありましたらお願いします。 

ありますか。  

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎中村豊治委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

「議案第102号宮川・沼木統合中学校（仮称）建設工事（校舎・電気設備工事）の請負

契約」につきましては、原案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

御異議なしと認め、そのように決定をいたしました。 

 

【議案第103号 宮川・沼木統合中学校（仮称）建設工事（校舎機械設備工事）の請負契

約について】 

 

◎中村豊治委員長 

次に11ページを開いてください。 

「議案第103号 宮川・沼木統合中学校（仮称）建設工事（校舎機械設備工事）の請負

契約について」の審査をお願いいたします。 

御発言がありましたらお願いします。 

ございますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

御発言もないようでありますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行いますが、討論がありましたらお願いします。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 

「議案第103号宮川・沼木統合中学校（仮称）設備工事（校舎機械設備工事）の請負契

約」につきましては、原案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 
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以上で付託案件の審査はすべて終わりました。 

お諮りいたします。 

委員長報告文につきましては、正副委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議

ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

◎中村豊治委員長 

異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 それではこれをもちまして、案件の審査は終わりましたので、教育民生委員会を閉会さ

せていただきます。 

 

 

閉会 午前10時54分 

 

 

上記署名する 

 

  平成 27 年 10 月７日 
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